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「低廉な家賃」･「高齢者に配慮した設計」･「利便性の高い周辺環境」

羽咋市 産業建設部 地域整備課 都市計画係
〒925-8501 石川県羽咋市旭町ア200番地・市役所２階
TEL 0767-22-9645（直通）
土日祝除く平日・午前８時30分～午後５時15分

＜お問い合わせ先＞ お気軽にお問い合わせください。

羽咋市公式
ホームページ

受付期間 令和８年３月２日（月）～令和８年３月19日（木）

受付時間 土日祝除く平日・午前９時～午後４時

受付場所 羽咋市役所２階 住まいの支援窓口

※上記の時間帯での来庁が難しい方は、下記までご相談ください。

申し込み受付期間 及び 受付窓口

令和６年能登半島地震により被害に遭われた市民の皆様に、心からお見舞い申し上げます。
昨年、本申込の受付を行いましたが、今回、２次募集を行います。ご希望される方は、期間内

に本申込書をご提出ください。なお、申込が多い場合は抽選となりますので、ご了承ください。

※ 入居を希望されない方は、申込の必要はありません。

羽咋市復興公営住宅
２次募集のご案内（入居本申込）

令和８年２月吉日
羽咋市地域整備課

入居後３年間

家賃無料
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１ 復興公営住宅とは

２ 入居要件について

№ 種類 備考

① 羽咋市復興公営住宅入居本申込書
同封の用紙にご記入ください。
(市ホームページからもダウンロード可能)

② り災証明書
※紛失した場合、市役所１階税務課で
再発行できます。（無料）

③
被災した住宅を解体したことがわかるもの
※解体証明書、解体撤去完了通知書
又は滅失登記簿謄本の写し

※紛失した場合、解体証明書及び解体撤去
完了通知書は市役所２階生活安全課まで

④
（障害者手帳をお持ちの場合）
障害者手帳の写し

※該当者のみ

⑤
（介護保険証をお持ちの場合）
介護保険証の写し

※該当者のみ

⑥
住民票の写し

（入居者全員、続柄記載のもの）
※市役所１階市民窓口課まで
②を提示することで交付手数料免除

⑦
所得課税証明書

（18歳以上の入居者全員、最新年度のもの）
※市役所１階市民窓口課又は税務課まで
②を提示することで交付手数料免除

３ 提出書類について

復興公営住宅（災害公営住宅）とは、災害で住宅を失い、自力での住宅再建が難しい被災者向
けに、低廉な家賃で賃貸する公営住宅です。

入居の申し込み対象となる世帯は、下記の要件すべてを満たす世帯です。

（１）令和６年能登半島地震により羽咋市内で居住していた住宅を失った世帯
（２）り災証明書の判定が「全壊」の世帯

または、「大規模半壊」・「中規模半壊」・「半壊」で住宅を解体した世帯
（３）居住できる家を所有していない世帯
（４）被災者生活再建支援制度の加算支援金を申請（受給）していない世帯
（５）暴力団員がいない世帯

※ 単身世帯の方でも年齢を問わず入居可能です。

申し込みの際は、①に必要事項を記入の上、②以降の添付書類とあわせて提出してください。
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※⑥･⑦ コンビニ交付の場合、交付手数料免除の対象外となりますので、ご注意ください。



４ 建設地について

すこやかセンター 老人福祉センター羽咋体育館コスモアイル羽咋

歴史民俗資料館

ドラッグストア

スーパーマーケット

羽咋市鶴多町地内
歴史民俗資料館南側

内科

皮膚科

調剤

眼科

歯科

建設地

本市復興公営住宅は、下記の建設地で整備しています。（令和８年９月完成）

N

建設地の建物・駐車場等の配置予定図は下記のとおりです。

- ３ -



５ 戸数・間取り等について

【構造規模】 鉄骨造３階建て（エレベーター１基）
【整備戸数】 ７０戸、集会所１か所
【附帯施設】 駐車場７０台（内、障害者用２台）、一時駐車スペース２台、

駐輪場３６台、外部物置（７０か所）、ごみ置場、受水槽、ボンベ庫

【間取りについて】
・間取りについては、本申込を基に決定します。
・入居する部屋の配置は、入居内定後に抽選会を実施する予定です。

部屋の平面図

２階・３階

１階

- ４ -

間取りタイプ 募集戸数 整備戸数 世帯人数 戸当たり面積

１ＤＫ ７戸 ３２戸 １～２人向け 約45㎡

２ＤＫ ５戸 ２９戸 １～３人向け 約58㎡

３ＤＫ ０戸 ９戸 ２人以上向け 約66㎡



間取り例は下記のとおりです。（部屋によって向きや配置、広さ等の違いがあります。）
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（約6.3畳） （約12.2畳）

（約5.3畳）

（約6.5畳）

（約12.8畳）

（約12.8畳）（約5.4畳）

（約4.5畳）

（約6.1畳）

洋室
ダイニング・
キッチン

洋室(1)

ダイニング・
キッチン

洋室(1)

洋室(2)

洋室(2)

洋室(3)
ダイニング・
キッチン

募 集
締切済

募集

７戸

募集

５戸



６ 家賃について

復興公営住宅の家賃は、通常の市営住宅と同様に、入居世帯の収入や、住宅の規模・立地等に
よって設定されます。世帯の収入は、「★政令月収」として算出します。入居後の家賃は、前年
の所得や住宅の経過年数等により毎年見直されます。（※入居後３年間は家賃無料）

一般
世帯

裁量
世帯
※2

収入
分位

世帯の収入
（★政令月収）

家賃（令和８年度）

１ＤＫ ２ＤＫ ３ＤＫ

１ＤＫ-１ １ＤＫ-２ ２ＤＫ-１ ２ＤＫ-２ ３ＤＫ

本
来
入
居
世
帯

本
来
入
居
世
帯

1 104,000円以下 15,600 15,700 19,900 20,000 22,900

2 104,000円超～
123,000円以下

18,000 18,100 23,000 23,100 26,500

3 123,000円超～
139,000円以下

20,600 20,700 26,300 26,400 30,300

4 139,000円超～
158,000円以下

23,300 23,400 29,700 29,800 34,100

収
入
超
過
世
帯

5 158,000円超～
186,000円以下

26,600 26,700 33,900 34,100 39,000

6 186,000円超～
214,000円以下

30,700 30,900 39,100 39,300 45,000

収
入
超
過
世
帯

7 214,000円超～
259,000円以下

35,900 36,100 45,800 46,000 52,700

8 259,000円超～
313,000円以下

41,400 41,700 52,800 53,100 60,800

高額所得者※1 313,000円超～

■政令月収と家賃について

※1 高額所得者とは、５年以上入居し、最近２年間の政令月収が313､000円超の世帯

※2 裁量世帯とは、以下のいずれかに当てはまる世帯

・【障害者世帯】障害者のいる世帯

（身体１～４級、精神１～３級、知的Ａ～Ｂ（軽度を除く）のいずれか）

・【高齢者世帯】入居者全員が60歳以上の世帯

又は、入居者が60歳以上と18歳未満の者だけの世帯

・【子育て世帯】小学校就学前の者がいる世帯

（単位：円）
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（世帯人数や所得に応じた世帯ごとの家賃イメージ）

★政令月収の求め方について

① 収入の種類別（給与・事業・年金）に所得金額を計算します。

② 各自の総所得額を計算します。

③ 世帯の中の収入のある人の総所得金額を合算し、世帯の総所得金額を計算します。

④ 世帯の総所得金額から控除額を差し引き、12ヶ月で割って政令月収額を計算します。

政令月収 ＝ （ Ａ 所得金額 － Ｂ 控除額 ）÷１２

世帯人数 世帯構成イメージ 収入分位 家賃の目安

１人
アルバイト収入の単身者

（世帯年収・約200万円）
１

（１ＤＫ）

約１５,６００円/月

２人
年金収入の夫婦

（世帯年収・約300万円）
１

（２ＤＫ）

約１９,９００円/月

３人
片働きの夫婦＋子ども１人（未就学児）

（世帯年収・約440万円）
５

（２ＤＫ）

約３３,９００円/月

４人
共働きの夫婦＋子ども２人（中高生）

（世帯年収・約600万円）
７

（３ＤＫ）

５２,７００円/月

【“一定以上の収入”がある世帯の家賃について】

入居から３年経過後、“一定以上の収入”がある世帯（収入超過者）の家賃は、近傍同

種家賃※3（現時点での目安：月額１３～１９万円程度）に、段階的に引き上げられます。

また、入居から５年経過後、高額所得者に認定されると、明け渡し義務が発生します。本

申込時に、添付書類を基に、“一定以上の収入”がある世帯（収入超過者）に該当するど

うかを確認いたします。

（※3 近傍同種家賃とは、国が別で定めた算出方法で計算された家賃）
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８ 今後の予定について

９ 復興公営住宅入居にあたっての転居費等支援について

７ 注意事項について

（１）入居後は、家賃（Ｐ６～７参照）のほか、光熱水費や自治会費等をご負担いただきます。

駐車場代については、入居内定後、ご案内予定です。

（２）入居時に、敷金（家賃の３か月相当額）の納付が必要となります。

（３）入居本申込書には、連帯保証人欄の記入が必要となります。

（４）復興公営住宅は、被災者生活再建支援制度の加算支援金（賃貸）の対象とはなりません。

（５）駐車場は、１世帯当たり１台までとなります。

（６）種類に関係なくペットの飼育は禁止です。また、一時的な預かりも禁止です。

（７）次のものは、必要に応じて各自で設置していただく必要があります。

・住戸の照明器具（居室及びダイニング）

・ＩＨクッキングヒーター（ガスコンロ不可）

・エアコン

・カーテン

（８）入居者の皆さんが共同で維持管理・運営を行うため、必ず自治会に入会をお願いします。

（９）町会への加入は原則ありませんが、希望される方は個別に町会に申し出てください。

（10）その他不明な点等がありましたら、お気軽に下記までお問い合わせください。

地域整備課 都市計画係 ☎ ０７６７－２２－９６４５

令和８年春頃 入居内定及び通知発送（※部屋決めは内定後案内予定）

令和８年９月 復興公営住宅完成

令和８年10月～ 入居開始

▼

▼

●支給対象（次のいずれかに該当する方）
･半壊以上のり災証明の交付を受けた方
･長期避難世帯、敷地被害解体世帯
･応急仮設住宅(建設型・賃貸型)、
公営住宅入居者で供与期間内に退去した方

●申請期限
入居した日から６か月以内 問合せ先 住まいの支援窓口 ☎0767-22-7196

●補助金額(入居完了後）

(1)引っ越し時の転居費助成
恒久的住まい(自宅、民間賃貸等)への
引っ越し費用
一律１０万円

(2)公営住宅への入居費助成
公営住宅入居の際の初期設備費用
(ＩＨクッキングヒーター等)
一律１０万円

被災された方が、応急的住まい(※)から転居
等をする際の費用を助成します。(※応急的
住まい…応急仮設住宅(建設型、賃貸型)、
公営住宅、民間賃貸住宅、親戚・知人宅等)
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